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事故多発運転者は要注意！ 

  

複数事故多発運転者 （年２回以上） 

 

２５年度 １５９名 ４回２名、３回１１名、２回１４６名 

（２４年度 ２１４名 ４回４名、３回１６名、２回１９４名） 

 

 

損害額を見ると、２５年度１５９名分では 

１０００万円以上４名、５００万以上７名、３００万以上１１名、 

１００万以上３５名で 「計２億円以上」 に！ 

 

 

しかも、２年連続複数事故運転者が８名いる 

 

現状運転者の教育指導は絶対必要 

 

輸送安全規則第１０条により指導義務あり 

●死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者 

●運転者として新しく雇い入れた者 

 

「重大事故が起きてからでは遅い 

事業者の質が疑われる」ことにも 

 

 

事故は、加害者・被害者 

どちらになっても得になることはありません 

 

 

２６年度は事故を起こさない、事故に遭わない運転 

を念頭に心掛けてください 


